
第

二

千

六

百

九

十

四

号

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
ひ
門
管
理
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

河

川

課)

七
三
六
ペ
ー
ジ

人
事
委
員
会
規
則

○
職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

人
事
委
員
会)

七
三
六

○
岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

七
三
六

○
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

七
三
六

告

示

○
有
害
興
行
の
指
定

(

私
学
振
興
・
青
少
年
課)

七
三
七

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
の
位
置
指
定

(

建
築
指
導
課)

七
三
七

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

選
挙
管
理
委
員
会)
七
三
八

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

七
三
八

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

七
三
九

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

管

財

課)

七
四
〇

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

七
四
〇

○
平
成
二
十
七
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
合
格
者

(

商
工
政
策
課)

七
四
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

七
四
二

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

七
四
二

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
委
任

(

建
築
指
導
課)

七
四
三
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日



規

則

岐
阜
県
ひ
門
管
理
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
十
七
号

岐
阜
県
ひ
門
管
理
員
設
置
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
ひ
門
管
理
員
設
置
規
則(

昭
和
三
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
百
二
十
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
表
中
１
の
項
を
削
り
、
２
の
項
を
１
の
項
と
し
、
３
の
項
か
ら
５
の
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

人
事
委
員
会
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
七
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則(

昭
和
三
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
行
政
職
の
表
知
事
の
項
本
庁
課
長
の
欄
中｢

全
国
育
樹
祭
推
進
事
務
局
次
長｣

を｢

全
国
育
樹

広
聴
監

祭
推
進
事
務
局
次
長｣

に
改
め
、｢

情
報
技
術
指
導
監｣

、｢

新
文
化
施
設
企
画
監｣

及
び｢

地
域
連
携

育
樹
祭
推

推
進
監

進
監

｣

を
削
り
、｢

建
設
業
企
画
監｣

を｢

建
設
業
企
画
監

入
札
制
度
企
画
監｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
八
号

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

岐
阜
県
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
二
年

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
三
知
事
の
部
本
庁
の
項
中｢

、
管
理
調
整
監｣

の
下
に｢

、
広
聴
監｣

を
加
え
、｢

、

情
報
技
術
指
導
監｣

、｢

、
新
文
化
施
設
企
画
監｣

及
び｢

、
地
域
連
携
推
進
監
、
育
樹
祭
推
進
監｣

を

削
り
、｢

建
設
業
企
画
監｣

の
下
に｢

、
入
札
制
度
企
画
監｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会

委
員
長�
瀬

英

二

第２６９４号 岐 阜 県 公 報 平成27年10月30日 ( 736 )



映
画

種
類

殺
さ
れ
た
ミ
ン
ジ
ュ

(原
題
)
Ｏ
Ｎ
Ｅ
Ｏ
Ｎ
Ｏ
Ｎ
Ｅ

熟
女
レ
ズ
女
と
女
が
絡
む
時

ザ
・
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
ロ
シ
ア
熟
女
で
女
体
盛
り

題
名

等

キ
ン
グ
レ
コ
ー
ド

(
韓

国
)

新
東
宝
映
画

新
日
本
映
像

配
給
会
社
名
等

羽
島
郡
岐
南
町
伏
屋
七
丁
目
一
七
番
四

及
び
同
番
地
先
法
定
外
公
共
物(

水
路)

羽
島
郡
岐
南
町
平
島
五
丁
目
六
〇
番
四

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
字
幸
イ
一
一

五
番
九

瑞
穂
市
穂
積
字
高
野
一
九
三
一
番
九

羽
島
市
竹
鼻
町
字
西
須
賀
一
一
七
八
番

九 安
八
郡
安
八
町
南
今
ヶ
渕
字
東
沼
五
七

七
番
一

揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
字
十
二
番
地

六
三
〇
番
一
四

位

置�･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル)��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

岐
西
建
築
第

一
〇
一
号
の

一
八

岐
西
建
築
第

一
〇
一
号
の

一
七

岐
西
建
築
第

一
〇
一
号
の

一
六

岐
西
建
築
第

一
〇
一
号
の

一
五

岐
西
建
築
第

一
〇
一
号
の

一
四

岐
西
建
築
第

一
〇
一
号
の

一
三

岐
西
建
築
第

一
〇
一
号
の

一
二

指
定
番
号

同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 同�･�� 平
成
��･�･�� 指

定

年
月
日

岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則(

昭
和
四
十
一
年
岐
阜
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
本
庁
の
項
中｢

全
国
育
樹
祭
推
進
事
務
局
次
長｣

の
下
に｢

、
広
聴
監｣

を
加
え
、｢

、

情
報
技
術
指
導
監｣

、｢
、
新
文
化
施
設
企
画
監｣

及
び｢

、
地
域
連
携
推
進
監
、
育
樹
祭
推
進
監｣

を

削
り
、｢

建
設
業
企
画
監｣
の
下
に｢

、
入
札
制
度
企
画
監｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
六
百
三
十
二
号

岐
阜
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
次
の
も
の
を
有
害
興
行
と
し
て
指
定
し
た
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
１
指
定
興
行

２
指
定
年
月
日

平
成
27年
10月
30日

３
指
定
理
由

著
し
く
性
的
感
情
を
刺
激
し
､
又
は
著
し
く
残
忍
性
を
助
長
す
る
た
め
､
青
少
年
の
健
全
な
育
成

を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
｡

岐
阜
県
告
示
第
六
百
三
十
三
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
、
建
築
事
務
所
長
が
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
建
築
基
準
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
四
十
号)

第
十
条
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
・
西
濃
建
築
事
務
所

中
濃
建
築
事
務
所
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渡
辺
あ
き
ひ
ろ
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

位

置

中
津
川
市
茄
子
川
字
湯
南
三
六
四
番
二

三 土
岐
市
土
岐
津
町
土
岐
口
字
上
田
九
〇

四
番
一
〇

位

置

可
児
郡
御
嵩
町
上
恵
土
字
塚
脇
八
〇
七

番
九

関
市
東
新
町
五
丁
目
五
番
四

位

置

幅

員

(

メ
ー
ト

ル) �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル) �･�� �･�� 幅

員

(

メ
ー
ト

ル)

渡
邊
明
博

代
表

者

の
氏

名

延

長
(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･�� ��･�� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

指
定
番
号

東
建
築
第
七

二
号
の
七

東
建
築
第
七

二
号
の
八

指
定
番
号

中
建
築
第
三

六
号
の
七

中
建
築
第
三

六
号
の
六

指
定
番
号

渡
邊
ふ
じ
子

会
計
責
任
者

の
氏

名 指

定

年
月
日

同�･�� 平
成
��･�･� 指

定

年
月
日

同�･�� 平
成
��･�･�� 指

定

年
月
日

安
八
郡
安
八
町
牧
903

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

飛
騨
市
古
川
町
上
町
字
大
久
古
六
一
二

番
一

平
成
27年

８
月
31日

届
出

年
月
日 �･����･��

飛
建
築
第
九

四
号

平
成
��･�･��

東
濃
建
築
事
務
所

飛
騨
建
築
事
務
所

そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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佐
谷
と
き
し
げ
と
と
も
に
歩
む
会

国
生
会

木
原
康
成
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

成
瀬
の
り
お
後
援
会

中
川
ひ
と
し
を
育
て
る
会

つ
げ
せ
い
き
後
援
会

佐
谷
と
き
し
げ
と
と
も
に
歩
む
会

自
由
民
主
党
可
児
郡
支
部

政
治
団
体
の
名
称

伊
藤
正
隆

堀
田
勝
彦

柘
植
亮
三

佐
谷
文
子

高
山
由
行

代
表
者
の
氏
名

佐
谷
文
子

林
崇
司

木
原
康
成

代
表

者

の
氏

名

会
計
責
任
者

代
表
者

名
称

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者 異
動
事
項

佐
谷
文
子

犬
塚

篤

木
原
康
成

会
計
責
任
者

の
氏

名

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
1822―

487

多
治
見
市
笠
原
町
1253―

12

加
茂
郡
八
百
津
町
野
上
983―

７

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

山
内
一
夫

伊
藤
正
隆

成
瀬
の
り
お
後
援
会

三
好

稔

加
茂
郡
八
百
津
町
潮
見
234―

３

佐
谷
文
子

佐
谷
文
子

可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
559―

１

高
山
由
行 新

平
成
27年

８
月
12日

平
成
27年

７
月
31日

平
成
27年

８
月
31日

解
散

年
月
日

金
森
正
之

成
瀬

進

成
瀬
の
り
お
を
育
て
る
会

松
久
利
治

加
茂
郡
八
百
津
町
潮
見
405

佐
谷
時
繁

佐
谷
時
繁

可
児
郡
御
嵩
町
中
998―

３

谷
口
鈴
男 旧

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

平
成
27年

９
月
28日

平
成
27年

９
月
３
日

平
成
27年

８
月
13日

平
成
26年

10月
31日

平
成
27年

９
月
２
日

異
動

年
月
日

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸
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公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
及
び
数
量
岐
阜
県
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気
(予
定
数
量
)
3,357,000kW

h

２
供
給
期
間
平
成
27年
11月
１
日
０
時
か
ら
平
成
28年
10月
31日
24時
ま
で

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

４
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
27年
８
月
21日

５
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
27年
10月
１
日

６
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
港
区
芝
公
園
二
丁
目
６
番
３
号

株
式
会
社
エ
ネ
ッ
ト

代
表
取
締
役
武
田
勉

７
落
札
金
額
67,527,270円

８
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
管
財
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
総
合
体
操
ク
ラ
ブ

三

代

表

者

の

氏

名

臼
井

俊
範

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
今
町
四
丁
目
二
二
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
一
般
県
民
に
対
し
て
、
競

技
ス
ポ
ー
ツ
及
び
生
涯
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
文
化

ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
、
県
民
の
健
康
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
リ
バ
テ
ィ

三

代

表

者

の

氏

名

粟
谷

賢
吾

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
向
陽
町
一
二
番
地
の
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
社
会
的
自
立
を
目
指
す
精
神
障
害
者
及
び
知
的

障
害
者
に
対
し
て
、
地
域
生
活
の
援
助
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

精
神
障
害
者
及
び
知
的
障
害
者
の
社
会
復
帰
の
向
上
に
寄
与
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
十
六
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
岐
阜
県
青
年
の
つ
ど
い
協
議
会

三

代

表

者

の

氏

名

小
寺

幹
雄

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
岐
阜
市
藪
田
南
五
丁
目
一
四
番
一
二
号

岐
阜
県
シ
ン

ク
タ
ン
ク
庁
舎
内

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
団
体
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
な
ど
に
よ
り
、

岐
阜
県
内
地
域
の
青
年
に
対
し
て
、｢

岐
阜
は
ひ
と
つ

青
年
の

こ
こ
ろ
は
ひ
と
つ｣

の
基
本
理
念
の
も
と
、
お
互
い
に
励
ま
し
合

い
、
競
い
合
い
、
自
己
を
高
め
、
共
に
成
長
し
て
広
く
ま
ち
づ
く

り
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
恵
那
山
み
ど
り
の
会

三

代

表

者

の

氏

名

藤
井

鉦
弘

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
中
津
川
市
本
町
二
丁
目
六
番
四
三
号

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
あ
る
森
林
を
見
つ
め
な

お
し
て
、
公
益
性
に
富
ん
だ
豊
か
な
森
林
づ
く
り
を
目
指
し
取
り

組
む
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
や
す
ら
ぎ
の
里
い
と
し
ろ

三

代

表

者

の

氏

名

久
保
田

政
則

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
第
７
号
６
４
番
地
の
１

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
石
徹
白
地
域
に
生
活
す
る
住
民
及
び
自
然
と
や
す

ら
ぎ
を
求
め
て
訪
れ
る
人
々
を
対
象
に
、
地
域
の
歴
史
と
文
化
を

振
り
返
り
、
良
き
物
を
後
世
に
引
き
継
げ
る
よ
う
伝
承
活
動
と
交

流
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
恵
ま
れ
た
自
然
と
環
境
の
中
で
人
々

が
共
生
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
二
十
八
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
お
つ

三

代

表

者

の

氏

名

石
井

弘
光

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
加
茂
郡
八
百
津
町
八
百
津
四
二
九
七
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
要
援
護
高
齢
者
・
独
居
者
・
高
齢
夫
婦
世
帯
及

び
身
体
障
害
者
並
び
に
そ
の
家
族
に
対
し
、
要
介
護
状
態
に
陥
ら

な
い
為
の
生
活
支
援
・
介
護
予
防
又
は
家
族
介
護
支
援
に
関
す
る

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
。
及
び
、
在
宅
高
齢
者
等
に
生
き
が

い
・
健
康
・
介
護
・
転
倒
防
止
等
の
知
識
の
普
及
啓
発
活
動
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
の
自
立
と
生
活
の
質
の
確
保
を
図

平成27年10月30日 岐 阜 県 公 報 第２６９４号( 741 )



高
鷲
北
部
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

郡

上

市

役

所

縦

覧

場

所

平
成
二
七
・
一
〇
・
三
〇
か
ら

同

一
二
・

一
ま
で

縦

覧

期

間

る
と
共
に
、
健
や
か
で
活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
を
推
進
す
る
こ
と

で
、
総
合
的
な
保
健
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

○
平
成
二
十
七
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
合
格
者

採
石
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号)

第
三
十
二
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
実

施
し
た
平
成
二
十
七
年
度
採
石
業
務
管
理
者
試
験
の
合
格
者
の
受
験
番
号
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

受
験
番
号

受
験
番
号

受
験
番
号

一

二

一
一

一
六

二
五

三
二

四
五

以
上
七
名

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

基
準
点
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
六
日
か
ら

同

二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

瑞
浪
市
、
土
岐
市
、
可
児
市
及
び
可
児
郡
御
嵩
町

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
中
部
地
方
整
備
局
多
治
見
砂
防
国
道
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(
道
路
台
帳
附
図
の
現
地
測
量)

三

作
業
期
間

第２６９４号 岐 阜 県 公 報 平成27年10月30日 ( 742 )



一
般
財
団
法
人
住
宅

金
融
普
及
協
会

名

称

東
京
都
文
京
区
関
口

一
丁
目
二
四
番
二
号

住

所

岐
阜
県
の

全
域

業
務
区
域

東
京
都
文
京
区
関
口
一
丁
目
二
四

番
二
号

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
を

行
う
事
務
所
の
所
在
地

平
成
二
十
七
年
十
月
二
十
六
日
か
ら

同

二
十
八
年
三
月
二
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

瑞
浪
市

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
委
任

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
十
八
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
行
わ
せ
る
こ
と
と

し
た
の
で
、
法
第
七
十
七
条
の
三
十
五
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
三
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
の
名
称
等

二

指
定
構
造
計
算
適
合
性
判
定
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
建
築
物
に
係
る
構
造
計
算
適
合
性
判
定
。
な
お
、
一
の
構
造
計
算
適

合
性
判
定
に
係
る
建
築
物
が
二
以
上
あ
り
、
い
ず
れ
か
一
の
建
築
物
が
次
の
い
ず
れ
か
の
建
築
物
に

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
構
造
計
算
適
合
性
判
定
に
係
る
建
築
物
全
て
を
次
の
い
ず
れ
か
の
建
築
物

に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
す
。

１

延
べ
面
積
が
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物(

建
築
物
の
二
以
上
の
部
分
が
エ
キ
ス
パ

ン
シ
ョ
ン
ジ
ョ
イ
ン
ト
そ
の
他
の
相
互
に
応
力
を
伝
え
な
い
構
造
方
法
の
み
で
接
し
て
い
る
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
建
築
物
の
部
分
。
以
下
同
じ
。)

２

建
築
基
準
法
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下｢

政
令｣

と
い
う
。)

第
八
十
一
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
定
め
る
構
造
計
算
に
よ
る
建
築
物

３

構
造
計
算
適
合
性
判
定
を
要
す
る
木
造
又
は
木
造
を
併
用
す
る
建
築
物

４

法
第
二
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
第
三
号
イ
の
建
築
物
で
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
受
け
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
も
の
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
安
全
性
を
有
す
る
も
の

５

高
さ
が
三
十
一
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
建
築
物

６

構
造
耐
力
上
主
要
な
柱
、
は
り
又
は
耐
力
壁
を
プ
レ
キ
ャ
ス
ト
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
と
し
た

建
築
物

７

構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
設
計
基
準
強
度
が
一
平
方
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
六
ニ
ュ
ー

ト
ン
以
上
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
用
す
る
建
築
物

８

政
令
第
八
十
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
た
安
全
上
必
要
な

技
術
的
基
準
に
従
っ
た
構
造
を
有
す
る
建
築
物

一�
プ
レ
ス
ト
レ
ス
ト
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関

す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件(

昭
和
五
十
八
年
建
設
省
告
示
第
千
三
百

二
十
号)

二�
免
震
建
築
物
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件(

平
成

十
二
年
建
設
省
告
示
第
二
千
九
号)

三�
薄
板
軽
量
形
鋼
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要

な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
等
の
件(

平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
六
百
四
十
一
号)

四�
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
合
金
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上

必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件(

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
十
号)

五�
構
造
耐
力
上
主
要
な
部
分
に
シ
ス
テ
ム
ト
ラ
ス
を
用
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
構
造
耐
力
上

主
要
な
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件(

平
成
十
四
年

国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
六
十
三
号)

六�
コ
ン
ク
リ
ー
ト
充
填
鋼
管
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安

全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件(

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
六
十
四
号)

七�
膜
構
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安
全
上
必
要
な
技
術
的

基
準
を
定
め
る
等
の
件(

平
成
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
六
百
六
十
六
号)

八�
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
組
積
造
の
建
築
物
又
は
建
築
物
の
構
造
部
分
の
構
造
方
法
に
関
す
る
安

全
上
必
要
な
技
術
的
基
準
を
定
め
る
件(

平
成
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
六
十
三
号)

９

政
令
第
三
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
構
造
耐
力
上
安
全
な
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣

が
定
め
た
特
定
天
井
及
び
特
定
天
井
の
構
造
耐
力
上
安
全
な
構
造
方
法
を
定
め
る
件(

平
成
二
十

五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
七
十
一
号)

第
三
第
二
項
第
二
号
の
構
造
方
法
を
用
い
た
建
築
物

10

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
建
築
物

三

構
造
計
算
適
合
性
判
定
の
業
務
の
開
始
の
日
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